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□　金融再生法債権区分にもとづく保全状況

注�　本表は「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号 ) 第６条にもと
づき、債務者の財政状態および経営成績を基礎として区分したものです。
　①�　「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」とは、法的破綻等による経営破綻に陥っている債
務者に対する債権およびこれらに準ずる債権をいいます。

　②�　「危険債権」とは、経営者が経営破綻の状態にはないが、財政状況の悪化等により元本および
利息の回収が出来ない可能性の高い債権をいいます。

　③　「要管理債権」とは、３ヶ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権をいいます。
　④�　「正常債権」とは、上記①から③に掲げる債権以外の債権をいいます。

平成28年９月末 （単位 : 百万円）

債　権　区　分 債　権　額
保　　　全　　　額

担　　保 保　　証 引　　当 合　　計

破産更正債権および
これらに準ずる債権 601 115 178 307 601

危 険 債 権 836 273 339 136 749

要 管 理 債 権 49 17 − 0 17

小　　　計 1,488 405 518 443 1,368

正� 常� 債 � 権 43,409

合　　　計 44,898

債　権　区　分
債　　　権　　　額

平成28年３月末 平成28年９月末 増　　　減

破産更正債権および�����
これらに準ずる債権 682 601 ▲�80

危� 険 � 債 � 権 740 836 95

要� 管� 理� 債� 権 52 49 ▲�2

小　　　計 1,476 1,488 12

正� 常� 債 � 権 44,884 43,409 ▲�1,475

合　　　計 46,360 44,898 ▲ 1,462
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